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 ３ 地籍調査推進のための施策  

（１）効率的手法導入推進基本調査(令和２年度（2020年度）～)  

① 調査の目的・効果  

地籍調査の円滑化・迅速化に資する先進的・効率的な手法について、国が当該手法を活

用して地籍調査に役立つ基礎的な情報を整備し、当該手法の活用事例を蓄積・普及させる

ことで、市町村等における効率的な地籍調査手法の導入推進を図る。 

※ 平成２２年度（２０１０年度）～令和元年度（２０１９年度）に実施された、都市

部官民境界基本調査及び山村境界基本調査による地籍調査の遅れている地域への

支援から、令和２年度（２０２０年度）からのこれら二つの調査を合わせた当該調

査では、効率的な手法の導入を促進することとされた。 

② 事業概要 

ⅰ ＭＭＳ（モービルマッピングシステム）等活用型 

ＭＭＳによる計測データや民間測量成果、公物管理者が保有する情報等を活用した

迅速な官民境界情報等の整備、効率的な地籍調査手法の普及のため、国が官民境界に関

する基礎的整備を行う。 

ⅱ リモートセンシングデータ活用型 

リモートセンシングデータを活用した効率的な地籍調査手法の導入推進のため、引

き続き国がリモートセンシングデータを整備する。 

③ 実施主体 

ⅰ ＭＭＳ等活用型 

国（国土交通省各地方整備局等用地企画課又は用地課） 

ⅱ リモートセンシングデータ活用型 

国（国土交通省地籍整備課） 

④ 実施地域（要件） 

ⅰ 共通 

・ 後続の地籍調査を３年以内に実施すること 

・ 後続の地籍調査が国の重点方針に沿っていること 

・ 成果の移管（基準点の維持管理等）に同意できること 

・ 資料収集等で市町村等の協力が得られること 

ⅱ ＭＭＳ等活用型 

下記の全部又は一部を活用する基本調査が市街地で実施可能であること 

・ ＭＭＳによる計測データ 

・ 民間測量成果（地積測量図など） 

・ 公物管理者情報（道路台帳附図など） 

ⅲ リモートセンシングデータ活用型 

・ 後続の地籍調査として、リモートセンシングデータを活用した地籍調査を実施する

こと 

・ リモートセンシングデータの撮影・計測が必要な地区であること 

⑤ 事業実施に伴う地方公共団体の費用負担 

効率的手法導入基本調査の実施に際して、地方公共団体の費用負担はありません。 
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（２）地籍整備推進調査費補助金（平成22年度（2010年度）～)  

① 事業の背景  

国土調査法には、地籍調査以外の測量成果を地籍調査の成果と同等のものとして地籍

整備に活用することができる仕組み（国土調査法第１９条第５項指定制度）が存在してい

るが、一部事業に伴う成果を除き、多くの測量成果が活用されていない状況であることか

ら、１９条５項指定に必要な作業を補助対象とする新たな補助事業を創設した。 

② 補助の内容 

ⅰ 事業主体 

地方公共団体、民間事業者等 

ⅱ 地域要件 

人口集中地区又は都市計画区域 

※ ただし、地籍調査等により既に不動産登記法第１４条第１項で規定する地図が備え付け

られている地域は除く 

ⅲ 補助対象 

国土調査法第１９条第５項指定等を受けるために必要となる次の費用。過去の測量

成果を用いる場合あっても、追加的に必要な作業は対象（過去に実施した測量作業費用

は補助対象外）。 

・ 調査計画等作成費（既存資料等収集・整理費） 

・ 境界情報等整備費（現況調査費、境界確認費） 

・ 成果等作成費（予備調査費、成果作成費） 

ⅳ 面積要件 

一地区あたり５００㎡以上 

ⅴ 補助率 

地方公共団体：１／２以内（直接補助） 

民間事業者等：１／３以内（間接補助） 

※ ただし、地方公共団体の補助する額の１／２が限度 

（地方公共団体が補助制度を設けていることが必要） 

民間事業者等：１／３以内（直接補助） 
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（３）地籍アドバイザー派遣事業（令和２年度（2020年度）～)  

① 事業の目的 

地籍調査を実施中または実施しようとする地方公共団体等からの依頼に応じて、国土

交通省が、地籍調査に関する豊富な知識及び経験を有して国土交通省の登録を受けた者

（以下、「地籍アドバイザー」という。）を派遣し、地方公共団体等が抱える地籍調査に

おける課題の解決を促して円滑化及び迅速化に資する。（令和４年度（2022年度）に、メ

ール等による助言の依頼も可能となりました。） 

② 地籍アドバイザーの業務 

地籍アドバイザーは、以下の分野における助言を行う。 

分    野 摘          要 

１ 法令等 国土調査法、不動産登記法、その他関係法令及び関係諸

通知等の解説 

２ 地籍調査計画・設計業務（Ａ

工程、Ｂ工程に関するもの） 

計画立案等の諸準備、地籍調査事業費の算定、委託業務

の設計等に関する指導・助言 

３ 一筆地調査（Ｅ工程に関する

もの） 

調査図素図等の作成、現地調査の通知、現地調査の実

施、筆界未定地解消等の一筆地調査の現場管理等に関す

る助言・補助 

４ 地籍測量・地積測定（Ｃ工

程、Ｄ工程、Ｆ工程及びＧ工程

に関するもの） 

地籍図根三角測量、地籍図根多角測量、細部図根測量、

一筆地測量、地積測定等の作業に関する指導・助言

（例：選点図、標識、筆界点番号等の見方の解説等） 

５ 地籍図･簿の作成・閲覧（Ｈ

工程に関するもの） 

原図･複図、地籍図一覧図、調査結果閲覧表、地籍簿等

の作成及び閲覧の実施に関する指導・助言 

６ 工程管理及び検査 地籍調査事業工程管理及び検査規程等に基づく管理及び

検査に関する指導・助言 

７ 認証請求 認証請求資料の作成に関する指導・助言（認証未了等へ

の対応に関するものを含む） 

８ 19条５項指定 １９条５項指定申請（法１９条６項に基づき地籍調査の

実施主体が代行申請する場合を含む）に係る作業計画、

作業実施及び申請書類の作成等に関する指導・助言 

９ 数値情報化 図解法地区、１９条５項地区等の数値情報化の計画、作

業実施等に関する指導・助言 

10 成果の利活用及び維持管理 地籍調査成果等の維持管理及び利活用並びに準点の維持

管理等に関する指導・助言 

11 地籍調査に係る行政運営 中長期的な地籍調査実施計画等の作成、自治体内の予

算・体制確保のための説明及び資料の作成、地籍調査の

未着手・休止の解消等の行政運営に関する指導・助言 

12 特殊な地域における調査 地図混乱地域における調査、登記所に公図が備え付けら

れていない地域における調査、集団和解的な要素も視野

に入れた調査等の実施等に関する指導・助言 

③ 派遣に伴う地方公共団体等の費用負担 

地籍アドバイザーの派遣に際して、国土交通省の予算の範囲内においては地方公共団

体等の費用負担はありません。 


